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特集　出張スマホ講座

かんたん！あんしん！区役所でスマホが学べるんです！
詳しくは８面へ

スマートフォンの購入を検討しているけど使いこなせるか不安、持っているけど操作の仕方がわからず困ったということはありませんか？
毎日の生活をより便利で楽しくするために、今やスマホは欠かせません。
区役所では、協定を結んでいる株式会社J:COMウエストが派遣する講師による、｢出張スマホ講座｣を開催しています。
スマホの基本的な使い方から便利な活用方法まで、講師が丁寧に教えてくれます。
個別の相談もできるので、初めてスマホを手にする方にも安心です。

（SDGsロゴ）
4．質の高い教育をみんなに  
11.　住み続けられるまちづくりを 
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区の面積　13.27㎢
区の人口　176,060人
区の世帯数　102,634世帯
（令和6年4月１日現在推計）
（EXPOロゴ）

発行
東淀川区役所
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2-1-4
区役所代表　電話　06-4809-9986　FAX　06-6327-1920
各記事についての問合せは、各問合せ先にお願いします。
区の花「こぶし」

東淀川区ホームページ　東淀川区役所　検索
大阪市LINE（ライン）　
X（旧Twitter）
YouTube（ユーチューブ）
Facebook（フェイスブック）

■広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、東淀川区が推奨するものではありません。

開庁時間
［平日］ 9：00～17：30
［金曜日］ 19：00まで延長（区役所出張所を除く一部窓口）
［26日（日）］ 9：00～17：30（区役所出張所を除く一部窓口）
※月曜などの休み明けは混雑します。毎週金曜の延長窓口などもご利用ください。
問合せ　総務3階31番　 電話　06-4809-9625



【2面】
納期限のお知らせ
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、軽自動車税（種別割）の納期限は5月31日（金）です。期限内納付にご協力をお願いします。



《手続き》

後期高齢者医療制度の保険料率改定について
令和６年度・７年度の後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。国による医療保険制度改革の影響などにより、被保険者均等割額は５７，１７２円、所得割率は１１．７５％となります。また、保険料の年間限度額が８０万円となりました。ただし、令和６年度の保険料については、激変緩和措置があります。
※年間限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方は73万円、所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。
また、世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
決定した保険料額については、７月にお知らせします。
問合せ　保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956



国民健康保険料決定通知書の主な内容を点字文書にして同封します
視覚障がいのある世帯の方（希望者）に、国民健康保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額などの主な内容を点字文書にして同封します。ご希望の方は次の担当へ電話でお申し込みください。
【申込時にお聞きする事項】住所・氏名・生年月日
一度申し込みいただければ、毎年の申し込みは不要です。なお、転居などにより世帯主の変更や居住区の変更があった場合は、再度申し込みいただく必要があります。
問合せ　保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956



令和6年度保健事業のお知らせ
大阪市国保では、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の予防に向け、40歳以上の方（年度内に40歳になる方を含む）を対象に、無料で受診できる「特定健診」を実施しています。対象となる方には、4月末頃に緑色の封筒で「受診券」を送付しています。
また、特定健診のほか、30歳以上の方を対象に「1日人間ドック」を実施しています。健診料は30～39歳の方が14,000円、40～74歳の方が10,000円、昭和34年1月～昭和35年3月・昭和44年1月～昭和45年3月・昭和54年1月～昭和55年3月・昭和59年1月～昭和60年3月生まれの方が無料です。40歳以上の方が1日人間ドックを受診する場合は、特定健診の「受診券」が必要です。
そのほか、18歳以上の方を対象に「健康づくり支援事業」を実施しています。詳しくは「受診券」に同封しています「国保健診ガイド」（区役所の窓口でも配布中）、または大阪市HPをご覧ください。
問合せ
【特定健診受診券】保険年金 1階6番　電話　06-4809-9956
【健診内容・健診場所】保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882
【1日人間ドックなどその他保健事業】福祉局生活福祉部保険年金課（保健事業）　電話　06-6208-9876



《まちづくり・にぎわい》

淀川かわづくりパートナーを募集します！
無料
要申込
淀川発見講座を受講して、川がより良い環境になるよう、活動に協力する淀川かわづくりパートナーに登録しませんか？さらにレンジャー養成講座を受けて、川の課題に取り組む河川レンジャーにも挑戦できます。ご参加お待ちしております。
日時　6月1日（土）9：40～17：40
場所　大阪市総合生涯学習センター  大阪駅前第2ビル5階
（JR「大阪」駅・大阪メトロ・阪急「梅田」駅 徒歩5分）
対象　市内在住、在勤または在学の18歳以上の方
定員　60名
申込　5月23日（木）までにHPで受付
問合せ　淀川管内河川レンジャー事務局
電話　072-861-6801（9：00～17：00）
申込みはこちら



生活上のことや子どものこと、民生委員・児童委員にご相談ください！
民生委員・児童委員は、生活に困った人や児童の保護・育成などの福祉について相談を受け、自立を助けるために必要な相談・支援を行う地域福祉推進の担い手です。また、子育てサロンの運営や児童虐待防止の取り組みなど、児童福祉を専門的に担当する主任児童委員も各地域で活動しています。生活上のことや子どものこと、その他福祉に関して相談のある場合は、近くの民生委員・児童委員及び主任児童委員にご相談ください。お住まいの地域の各委員については、次の担当へお問い合わせください。
※全国民生委員児童委員連合会では、毎年、5月12日を「民生委員・児童委員の日」、また、この日から1週間（5月12日～18日）を「活動強化週間」と定めています。
問合せ　地域福祉相談 1階9番　電話　06-4809-9505



5月1日〜7日は「憲法週間」です
人権について考える機会にしましょう！
私たちは普段、お互いの人権を十分尊重しあえているでしょうか。日本国憲法の基本理念の一つに「基本的人権の尊重」があり、憲法11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と明記されています。
ぜひこの憲法週間を機会に、基本的人権の大切さ及びさまざまな人権問題について考えてみてください。
問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734



《子育て・教育》

保健福祉センターで実施します
プレママパパのためのマタニティクラス（妊婦教室）
無料
要申込
３つのコースABCで開催します。日程についてはHPをご確認いただき、行政オンラインシステムよりご予約ください。
内容
A　歯科・栄養（妊婦歯科健診）
B　子育て準備（保健師）
C　お産に向けて（助産師）
いずれも13：30～15：30
持ち物　母子健康手帳・筆記用具・冊子「わくわく」・みのりＢＡＢＹファイル
※Cは動きやすい服装でご参加ください。
日程・予約はこちら

妊婦歯科健診
無料
要申込
日時　6月3日（月）13：30～13：45

助産師による専門相談
無料
申込不要
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
日時　5月8日・22日（水）13：30～15：00
問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968 



《健康》

離乳食講習会のご案内
無料
要申込
管理栄養士が、離乳食のすすめ方（離乳初期～完了期）のお話、離乳食の作り方などを紹介しています。
日時　5月15日・6月19日・7月17日（水）１０：00～１１：３０（いずれも同じ内容）
場所　区役所 2階 集団検診室
対象　区内在住で生後8か月頃までの乳児の保護者
※赤ちゃんと一緒、保護者の方のみのご参加、どちらでもかまいません。
持ち物　３か月児健診にて配付の「にこにこ～赤ちゃんのために～」(健診がまだの方は当日お貸しします)
問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



第43回東淀川区健康の日のつどいを開催します
「健康の日のつどい」は区民による運動会です。いい汗をかき、健康につなげましょう。
日時　5月12日（日）9：00～13：00（予定）
場所　豊里中央公園
主催　東淀川区健康の日のつどい実行委員会
問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



1階窓口サービス課のお待ち人数などがHPで確認できます！ぜひご活用ください。
証明書発行については受付予約も可能です。



【3面】
5月7日（火）は東淀川区｢見まもるデー｣
地域の子どもは地域で守り、子どもが安心して暮らせるまちづくりを推進しましょう！



こころの健康サポート情報
5月14日～20日はギャンブル等依存症問題啓発週間です
やめられないのは意志が弱いのではなく、依存症かもしれません。厚生労働省の全国調査によるとギャンブル等依存症は、これまでの生涯で該当する方は約320万人、過去１年以内に該当する方は約70万人と言われています。身近に次の症状にあてはまる方はいませんか。ひとりで、あるいはご家族だけで抱え込まず、まずはご相談ください。
【特徴的な症状】
●ギャンブルにのめり込む
●賭け金が増えていく
●やめようとしてもうまくいかない
●ギャンブルをしないと落ち着かない
●日常生活に重大な問題が生じても止められない
●嘘をついたり借金したりする
問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968
こころの健康センター依存症相談専門回線　電話　06-6922-3475（平日９：00～17：30）
大阪依存症ほっとライン



そっと見守ってね
4月〜7月はカラスの子育てシーズンです
●子育て中のカラスに近づかないで!
４月頃からカラスは子育てを始めます。そのため、親カラスが卵やヒナを守るために近づく人を威嚇してくることがあります。カラスを見かけたらなるべく迂回しましょう。迂回できない場合は、落ち着いて静かに通り過ぎましょう。頭を守るために、帽子をかぶったり傘をさすなどしましょう。
●飛べないヒナを見つけても、拾わないで!
巣立ち後は、すぐにはうまく飛べないため、地面に落ちてしまうことがありますが、親カラスが近くでちゃんと見守っているので、そっとしておきましょう。
▶︎カラスの行動をよく観察して、優しい気持ちで見守りましょう。
▶︎カラスによる被害を減らすためには、カラスの餌となるごみの出し方を工夫するなど、地域ぐるみで協力し、カラスが集まらない取り組みを広げることが大切です。
問合せ　生活環境 2階23番　電話　06-4809-9973



健康掲示板
特定健康診査･後期高齢者医療健康診査
無料
予約不要
日時　5月11日（土）13：30～15：00　28日（火）9：30～11：00
場所　区役所
持ち物　受診券・保険証
対象　国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方

結核健診
無料
予約不要
日時　5月21日（火）10：00～11：00
場所　保健福祉センター（区役所 2階）
対象　15歳以上の方　※令和7年３月31日時点の年齢

各種がん検診
要予約
携帯電話などを利用した行政オンラインシステムからでも集団検診の予約が可能です。オンラインでの予約には事前に登録が必要です。
詳しくはこちら

問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



保健師の健康一口メモ
みんなで楽しく♪いきいき百歳体操！
いくつになっても、筋力・運動能力は上がります。継続することで筋力は維持されるので、ぜひ皆さん楽しく続けましょう!

どんな体操なの？
DVDを見ながら「おもり」を手首や足首につけて、座って行う運動です。「おもり」はご自身の筋力や体力に合わせて10段階に調整できます。

どんな効果があるの？
まず、筋力がつきます。筋力がつくことで動きやすくなったりバランス能力も高まり、転倒予防・寝たきり予防につながります。

どこでやってるの？
開催場所は、区内で58か所!(令和6年4月現在)
地域の身近な集会所などで実施しています。お住まいの地域に合わせて、通いやすい場所をご案内します。
※参加条件がある地域もあります。

どれだけすればいいの？
1回30分、週2回ほど行うのがちょうどよい運動です。1回運動してから2～3日筋肉の疲れをとったほうが、筋力が付きやすいと言われています。

体操を見学したい、参加したい方、または新しく立ち上げたい場合は、お気軽にご相談ください♪
問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968
詳しくはこちら



食育レシピ　世界の料理
2025年大阪・関西万博が開催されます
おうちでも世界の料理を作ってみよう！（EXPOロゴ）
大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャク
©Expo 2025

今回は　イタリア　変わりピザ

【材料（４枚分）】
エネルギー 48kcal（1枚分）
ぎょうざの皮　4枚
ツナ缶　1/４缶
冷凍コーン　大さじ２
ピーマン　小１/２個
ピザソース　大さじ１
細切りチーズ	　大さじ2

【作り方】
（1）ツナは十分油をきる。ピーマンは細切りにする。
（2）（1）のツナ、ピーマン、コーン、ピザソース、チーズを混ぜ合わせる。
（3）アルミホイルにぎょうざの皮を敷き、（2）を等分に広げてのせる。
（4）オーブントースターで程よい焼き色がつくまで焼く。
(家庭で手軽に作れ、食べやすいように工夫しています)

子どもたちが給食を通して、世界の食文化への理解を深めることをねらいとして、市立小学校給食には、さまざまな国の料理が登場します。
世界各国の特色ある料理から、学校給食に取り入れやすく工夫した献立を紹介します。
「変わりピザ」は、調理員さんの手作りで1人１枚ずつ、大きさも小さいですが、子ども達に人気の献立です。

東淀川区食育推進ネットワーク委員会　レシピ提供【大阪市小学校給食献立】  調理【食生活改善推進員協議会】
問合せ　保健企画 2階22番　電話　06-4809-9882



《安全まちづくり》
子どもを守る合言葉　「つみきおに」
お子さんに「自分の身は自分で守る」ことをしっかり伝え、出かける前に行先や帰宅時間を確認するなど、家族でルールをつくりましょう。また、防犯ブザーを持たせるなど、日頃から意識するようにしましょう！
（つ）ついていかない　知らない人についていかせない。
（み）みんなと、いつもいっしょ　一人にならないようにさせる。
（き）きちんと知らせる　家を出るときや、怖い目にあったときは、必ず家の人に報告させる。
（お）おおごえで助けを呼ぶ　怖いときは大きな声で助けを呼ばせる。
（に）にげる　なにかされそうになったら、すぐ逃げさせる。
問合せ　安全まちづくり 1階8番　電話　06-4809-9819



《施設からのお知らせ》
東淀川税務署
電話　0570-02-4562

令和６年分所得税について定額減税が実施されることになりました
●所得税の定額減税に関するご相談・お問合せ窓口
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
定額減税特設サイト



「広報ひがしよどがわ」は毎月1日（朝刊が休刊の場合は翌日）に新聞折込み（朝日・毎日・読売・産経・日本経済新聞の朝刊）でお届けしています。新聞未購読の方で配送や住所・宛名変更などをご希望の場合は、広報 3階32番（電話　06-4809-9683）または東淀川区HPより申請してください。点字版・音声版もあります。
東淀川区　広報紙　検索



【4面】
東淀川区役所でフードドライブを毎月第２火曜日に開催しています
［日時］5月14日（火）13：30～15：30　［場所］区役所 １階 エレベーター前
問合せ　東北環境事業センター　電話　06-6323-3511



淀川右岸水防事務組合
電話　06-6302-8721
水防団員を募集しています
要申込
近年、大規模な災害が全国各地で発生しております。最近では、能登半島で大きな地震がありました。このような災害はいつ起きてもおかしくありません。そのような中、水害から「まち」を守るため、活躍されている「水防団」をご存じでしょうか。現在「水防団」では新たな仲間を募集しております。関心を持っていただけた方は、QRコードをご覧ください。
入団資格
水防団がある地域に居住または勤務先がある18歳以上の方
※詳しくは淀川右岸水防事務組合までお問い合わせください。
活動内容
災害時の水防活動、災害時に備えた管理施設の点検と水防訓練など
申込みはこちら



淀川河川事務所管理課
電話　072-843-2861
河川愛護モニター募集
要申込
謝礼有
活動期間　令和６年７月～令和７年６月（１年間）
活動内容　淀川に行き、見たこと・感じたことを月１回以上レポート報告
応募資格　区内の淀川近辺在住の20歳以上で、インターネット環境をお持ちの方
募集人数　若干名　
謝礼　月4,500円程度
応募期限　5月31日（金）までに淀川河川事務所HPからお申し込みください。
申込みはこちら



東淀川図書館
電話　06-6323-5476（東淡路1-4-53 3階）
蔵書点検のため、5月22日（水）から5月27日（月）まで休館します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。この間は、大阪市内の他の各図書館をご利用いただきますよう、お願いします。



《その他》
令和６年度東淀川区運営方針を策定しました
運営方針は、「施策の選択と集中」の全体像を示す方針として毎年度策定しているものです。詳しくは区HPをご確認ください。
問合せ　総合企画 3階32番　電話　06-4809-9683
詳しくはこちら



その問題、専門家が一緒に考えます！ 
専門家による各種相談日　5月1日～6月30日
無料
秘密厳守
（区）区役所で実施　（00）1組あたりの時間（分）
（事前）事前予約制　（当日）当日予約制　（優先）事前予約優先
体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。 


弁護士による法律相談 
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約制
相談日　5月9日・16日・23日（木）　6月6日・13日・20日・27日（木）13：00～17：00
※相談日1週間前の正午から相談日前日の17：00まで受付
予約・電話・問合せ　予約専用電話（AI電話による自動案内）　電話　050-1808-6070 
電話申し込みが困難な方は、事前に広聴相談 3階32番（電話　06-4809-9683）まで。

税理士による税務相談
区役所で実施　1組 30分以内　当日予約制
相談日　5月7日・14日・21日・28日（火）　6月4日・11日・18日・25日（火） 13：00～16：00
※当日朝9：00より電話にて受付
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　5月1日（水）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　全日本不動産協会大阪府本部北支部　電話　06-6373-1511（月～金10：00～16：00）

宅地建物取引士による不動産相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　6月14日（金）13：00～16：00
相談内容　賃貸・売買契約など不動産に関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府宅地建物取引業協会　新大阪支部　電話　06-6303-0676（月～金9：00～16：00）

行政書士による相談 
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　5月8日（水）  6月12日（水）  13：00～16：00
相談内容　官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談
予約・電話・問合せ　大阪府行政書士会（淀川支部）　電話　06-7739-8000（月～金10：00～16：00）

司法書士による相談
区役所で実施　1組 40分以内　事前予約優先
相談日　5月15日（水）  6月19日（水）  13：00～16：00
相談内容　簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理・不動産の名義変更などの相談
予約・電話・問合せ　司法書士事務所　電話　0120-676-888（月～金9：00～12：00/13：00～18：00）

社会保険労務士による相談
区役所で実施　1組 30分以内
相談日　5月22日（水）  6月26日（水）　13：00～16：00
相談内容　年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談
予約・電話・問合せ　大阪府社会保険労務士会　電話　06-4800-8188（月～金9：00～17：30）

就労相談
区役所で実施　1組 30分以内　事前予約優先
相談日　5月8日・22日（水）  6月12日・26日（水）　9：15～12：15（9：15～11：45は予約不要）
相談内容　就労に関する情報提供・アドバイス・相談
予約・電話・問合せ　大阪市地域就労支援センター　電話　0120-939-783（月～金 10：00～17：00）

行政相談委員による行政相談
区役所で実施
相談日　5月13日（月）  6月3日（月）　14：00～16：00（受付は15：30まで）
相談内容　国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談
予約・電話・問合せ　広聴相談 3階32番　電話　06-4809-9683

人権出張相談
事前予約制　
相談日　月～金　9：00～21：00　日・祝　9：00～17：30
※受付は終了時刻の30分前まで
※電話・FAX・メールでも相談可 ※区役所などでの出張相談も可
予約・電話・問合せ　人権啓発・相談センター　電話　06-6532-7830　FAX　06-6531-0666　メール　7830@osaka-jinken.net

区役所の人権相談窓口
区役所で実施
相談日　月～金 9：00～17：30　※土･日･祝･年末年始を除く
予約・電話・問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734　FAX　06-6327-1970

人権擁護委員による人権相談
相談日　5月7日（火）  6月4日（火）　13：00～15：30
場所　社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）
予約・電話・問合せ　大阪法務局人権擁護部第一課　電話　06-6942-1489　FAX　06-6943-7406

犯罪被害者等支援のための総合相談
相談日　月～金 9：00～17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く
予約・電話・問合せ　市民局人権企画課（市役所4階）　電話　06-6208-7489　FAX　06-6202-7073

ひとり親家庭サポーターによる相談
区役所で実施　事前予約制
相談日　毎週火･水･木曜 9：15～17：30　※祝・年末年始を除く
※他の曜日に相談できる場合あり。応相談。
相談内容　就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談、離婚を考えている方、養育費に関する相談
予約・電話・問合せ　子育て・教育 2階25番　電話　06-4809-9850

弁護士による「離婚・養育費」に関する専門相談
※20歳未満の子どもがいる父母が対象
区役所で実施　1組 45分以内　事前予約制
相談日　5月22日（水）　14：00～17：00　※定員 4名
※5月15日（水）朝9：00より電話にて受付
予約・電話・問合せ　子育て・教育 2階25番　電話　06-4809-9850

精神科医による精神保健福祉相談
区役所で実施　事前予約制
相談日
5月2日（木）13：30～・14日（火）13：30～・15日（水）10：00～・23日（木）13：30～
6月6日（木）13：30～・11日（火）13：30～・19日（水）10：00～・27日（木）13：30～
相談内容　こころの健康についての専門医による相談
予約・電話・問合せ　健康相談 2階24番　電話　06-4809-9968

コネクションズおおさかによる出張相談
区役所で実施　事前予約制
相談日　6月18日(火）　14：00～17：00／5月はありません
※偶数月 第3火曜日開催
※相談日前日の18：00まで電話またはFAX（相談希望日・氏名・連絡先を記入）にて受付
相談内容　15～39歳までの自立に悩む若者またはその保護者からの相談
予約・電話・問合せ　コネクションズおおさか　電話　06-6344-2660　FAX　06-6344-2677

防衛省自衛隊就職・進学出張相談
区役所で実施
相談日　6月3日（月）　10：00～15：00／5月はありません
予約・電話・問合せ　自衛隊十三募集案内所　電話　06-6301-0488

J:COM出張スマホ講座
事前予約制　区役所で実施　5月：3階304会議室　6月：4階401会議室
相談日
5月	 防災編（防災アプリなど）　15日（水）　日常生活でのアプリ活用編　 16日（木）
6月　基礎編　 11日（火）　応用編　13日（木）
【午前の部】10：00～12：00 　【午後の部】14：00～16：00
※定員　各回20名
予約・電話・問合せ　（株）ジェイコムウエスト 大阪セントラル局　電話　06-7175-1413
（10：00～17：00 ※火・水曜日除く）
詳しくは８面をご覧ください

日曜法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　5月26日（日）13：00～17：00
場所　中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）
定員　16組（先着順）
申込　5月17日（金）12：00～25日（土）17：00
電話　050-1807-2537（予約専用）（AI電話による自動案内。24時間受付。）
※定員に達した時点で受付終了。

ナイター法律相談
1組 30分以内　無料　要予約
日時　５月22日（水）18：30～21：00
場所　北区民センター（北区扇町２-１-２７）
定員　32組（先着順）
申込　４月10日（水）12：00～５月21日（火）17：00
※行政オンラインシステムで予約 
※オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日の18：00時点で来場している相談希望者で抽選を行います。（18：00受付終了）
※定員を超える場合は、抽選の結果、相談をお受けできない場合があります。

問合せ　大阪市総合コールセンター
電話　06-4301-7285　FAX　06-6373-3302（年中無休  8：00～21：00）


市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談 3階32番（電話　06-4809-9683　FAX　06-6327-1920）
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。
東淀川区　ご意見・ご要望　検索



【5面】
救急車を呼んだ方がいい？病院に行った方がいい？
迷った時は  救急安心センターおおさか　＃7119（24時間 365日） または 電話　06-6582-7119


市の制度や手続き、市のイベント情報に関するご案内などは
大阪市総合コールセンターへ（年中無休　8：00～21：00）
電話　06-4301-7285　FAX　06-6373-3302
なにわコール　検索


【6面】
あなたの就職を全力でサポートします！
ハローワークでは就職に役立つさまざまな支援メニューをご用意しております。
就職活動に関するご相談はハローワーク淀川へ!
問合せ　ハローワーク淀川　電話　06‐6302‐4771（代）
ハローワーク淀川HP


移動図書館「まちかど号」
区内12か所を毎月1回ずつ巡回しています。詳細は、市立図書館HPまたはお問い合わせください。
問合せ　中央図書館自動車文庫　電話　06-6539-3305
大阪市立図書館　検索


【7面】
歩きたばこは危険です。路上喫煙はやめましょう！
「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」により、路上喫煙禁止地区を指定し、禁止地区以外でも、道路や公園などの公共の場所では路上喫煙をしないよう努力する義務を定めています。
問合せ　環境局 事業管理課　電話　06-6630-3228


ふれあい広場 障がい者自主製品物販
毎週月・金曜日（第５月曜日は除く）  11：00～14：00
【場所】区役所 1階 エレベーター前
問合せ　高齢者・障がい者  2階27番　電話　06-4809-9857


【8面】
遠くの親戚より、近くの町会
助け合い、つながりをつくります　問合せ　地域 1階9番　電話　06-4809-9734



特集
出張スマホ講座
かんたん！あんしん！区役所でスマホが学べるんです！

講座内容はさまざま！

基礎編
画面操作方法、写真の撮り方 など

応用編
アプリのインストール方法、ネットリテラシーについて など

ＬＩＮＥ編
LINEアプリの使い方  など

生活実用編
スマホでよく使う用語について、音声検索、ネットショッピング、電子決済 など

セキュリティ編
ウイルスやセキュリティーソフト  など

新しい講座内容も随時追加！初めて参加される方も、リピーターも大歓迎です!

5・6月の講座予定
日時・内容
5月15日（水）【防災（防災アプリなど）編】　5月16日（木）【日常生活でのアプリ活用編】
6月11日（火）【基礎編】　 6月13日（木）【応用編】	
［午前］10：00～12：00　［午後］14：00～16：00
場所　5月：区役所3階 304会議室　6月：区役所4階 401会議室
定員　各回20名　※日程・場所は変更する場合があります。
申込み・問合せ　（株）ジェイコムウエスト 大阪セントラル局
電話　06-7175-1413（10：00～17：00　※火・水曜日除く）
毎月の講座開催日程は、広報ひがしよどがわ4面に掲載しています！！


スマホで便利に!
窓口の混雑状況をリアルタイムで確認！
区役所に来る前に窓口の混雑状況を
スマートフォンなどで確認できます！
カメラアプリで右のコードを写してください
区役所の最新情報をSNSで確認！
区役所のSNSでは
●災害時の緊急情報
●市政・区政・イベント情報など多くの情報を発信しています。
詳しくは1面をご覧ください
各種ご登録お願いします！



スマホ講座に参加された方に聞きました！

受講回数　6回
講座を受けたきっかけをおしえてください
ガラケーからスマホに変えなくてはいけなくなり、J：COMのスマホを契約しました。ただ、近くにお店がなく、わからないことがあっても聞きに行けなかった時に、この講座があると知りました。
ほかにも携帯ショップが開催している講座などもありましたが、講座が終わってから営業をかけられるのではと不安があった中、区役所で開催している講座なら安心と思い参加しました。

できるようになったこと、それによってうれしかったことはありますか？
LINEを使ってはいたのですが、ブロック方法や機能を理解でき、安心して使えるようになりました。また、それを友達にもアドバイスができるようになりました。

なぜスマホ講座の受講を続けているのですか？
講座を一度聞いても、帰って自分でやろうとするとわからなかったり、不安だったりで、使えるところまではいかないことも。何回も聞くことで、やっと自分で試したり使えるようになっています。

この講座の感想をお願いします
講座後に個別に質問できたり、一度家に帰って分からなくなったことを次の講座でもう一度聞くことができるので、理解が深まっています。お店に行くより、こういった講座で質問する方がおすすめです！


受講回数　はじめて
講座を受けたきっかけをおしえてください
LINEやインターネット検索などは使ってはいましたが、「ギガが足りません」などの表示が出て困ったりと、スマホを使うことによって分からないことが出てきます。
家族に聞いても一度で理解できないことが多く、「前も言ったでしょ」と言われて聞きづらくなることも。
でもスマホはとても便利で、知った方が生活がより楽しく潤うものになるので、もっと理解したいと思い参加しました。

今日の講座はどうでしたか？
音声検索を知ってはいたものの使いこなせていなかったのですが、今回の講座でよくわかるようになりました。また、ネットショッピングも利用していたが、今回の講座でパスワードなどセキュリティの意味が理解できました。

これから学びたいことはありますか？
防犯カメラの録画を見る、体組成計で測ったものをスマホで見るなど、インターネットと接続された家電を家族が設定してくれたのですが、まだ自分では使えないので、使いこなせるようになりたいです。


スマホ講座の講師に聞きました！
講師  芳賀 巧（はが　たくみ）さん

どんな講座ですか？
さまざまな手続きのオンライン化が進み、区役所が発信する窓口の混雑状況や災害時の緊急情報も、スマホひとつで確認することができます。スマホを触ったことのない方でも、続けて受講していただくことで、これらの便利な機能を使いこなせるようになる内容です。毎回同じ講師が担当しており、すぐに質問できるサポートスタッフもいるので、安心して受講していただけます。

ご参加の方からどんな声が聞かれますか？
音声検索などスマホの便利な機能について、「知れてよかった」という感想をよくお聞きします。電話のかけ方など、わからないことは誰かに聞けますが、講座に参加することで、そもそも知る機会がなかったことを知っていただけるきっかけにもなっています。講師から教わってみると意外と簡単に操作ができて、もっと色んなことに挑戦したいとおっしゃる方も多いです。

区民の皆さんへメッセージをお願いします
個別の質問時間があるので、講座のテーマに関わらず少しでも聞きたいことがあれば気軽にお越しください。スマホが固まって動かない、LINEで写真を送りたいなど何でもOKです。こんな講座をやって欲しいというご意見も大歓迎です。スマホの貸し出しもしているので、お持ちでない方もぜひご参加ください。


区長からひとこと
スマートフォンを活用して便利な暮らしを
大阪市では、デジタル技術の活用を徹底して進めることで行政サービスを進化させ、市民の皆さんの暮らしの満足度向上をめざしていることから、市民の皆さんのICTリテラシー（情報通信技術を活用する力）の向上のための取組も進めています。そのような中、当区と連携協定を結んでいるJ:COMに区役所でのスマホ講座を開催していただいています。
このスマホ講座では、頻繁に使用するアプリや大阪市行政オンラインシステムの使い方を体験していただくことにより、スマホの操作を分かりやすく学習できるものになっていますので、この機会にスマホにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
東淀川区長　武富 康彦

「広報ひがしよどがわ」5月号は41,000部発行し、1部あたりの発行単価（配付費用含む）は約28円です（そのうち約2.3円を広告収入で賄っています）。 
